
830

も
よ
お
し

◆
高
次
脳
機
能
障
害
者
家
族
交
流
会

開
催
の
お
知
ら
せ

　
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
ご
家
族
の
皆
さ
ま
、

ご
自
身
の
経
験
や
気
持
ち
を
誰
か
に
話
し
た

り
、
他
の
方
の
お
話
を
一
緒
に
聞
い
て
み
ま
せ

ん
か
。
日
々
の
生
活
で
の
工
夫
や
心
が
け
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
語
り
合
い
ま
し
ょ
う
。

●
と　
き　
2
月
27
日
㈮ 

午
後
1
時
〜
午
後
3
時

●
と
こ
ろ　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
黒
川
支
所

●
対　
象　
高
次
脳
機
能
障
害
者（
疑
い
を
含

む
）の
家
族

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
期
限　
２
月
20
日
㈮

　
電
話
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問　
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

母
子
・
障
害
第
二
班

　
☎
3
6
5-

3
1
5
3

に
は
火
災
予
防
条
例
に
定
め
る【
火
の
使
用

の
制
限
】に
つ
い
て
努
め
る
義
務
が
生
じ
ま

す
。

▼
林
野
火
災
警
報

　

注
意
報
よ
り
も
さ
ら
に
林
野
火
災
の
予
防

上
、
危
険
な
気
象
状
況
が
確
認
さ
れ
た
場
合

に
は【
林
野
火
災
警
報
】を
発
令
し
ま
す
。

　
警
報
の
発
令
中
は【
火
の
使
用
の
制
限
】に
従

う
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は

罰
則
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇
火
の
使
用
の
制
限
に
つ
い
て

　
①
山
林
、
原
野
等
に
お
い
て
火
入
れ
し
な
い

こ
と
。

　
②
屋
外
で
火
遊
び
や
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。

　
③
た
ば
こ
の
吸
い
殻
な
ど
を
適
切
に
処
理
す

る
こ
と
。

　
そ
の
他
に
も
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
当
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
林
野
火
災
を
防
ぐ
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部  

予
防
課

　
☎
3
6
1-

1
6
1
7

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の　
　

　
　
設
置
・
点
検
を
お
願
い
し
ま
す

0830

く
ら
し

◆
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
金
相
談

　

東
北
税
理
士
会
塩
釜
支
部
で
は「
税
理
士
記

念
日
」に
ち
な
み
、
所
得
税
や
相
続
税
、
贈
与
税

な
ど
税
の
専
門
家
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
申
告
書
作
成
は
行
い
ま
せ
ん
。

●
と　
き　
2
月
14
日
㈯ 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
と
こ
ろ　
塩
竈
市
公
民
館

●
予
約
受
付
期
間

　
2
月
2
日
㈪
〜
2
月
13
日
㈮ 

午
前
9
時
30
分

〜
午
後
4
時
30
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
除
く
）

問　
東
北
税
理
士
会 

塩
釜
支
部

　

0
5
0-

2
0
1
8-
1
1
5
0

◆
行
政
書
士
会
塩
釜
支
部無料

相
続
相
談
会

●
と　
き　
2
月
21
日
㈯ 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
と
こ
ろ　
利
府
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

大
会
議
室

●
費　
用　
無
料（
予
約
優
先
）

問　
行
政
書
士
会
塩
釜
支
部　
伊
藤

　

0
8
0-

1
6
8
7-

6
4
5
0

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
春
の
火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す　

　

 

３
月
１
日
㈰
か
ら
３
月
７
日
㈯

●
ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装
置
の
付

い
た
機
器
を
使
用
す
る
な
ど
、
火
災
の
発
生

を
未
然
に
防
ぎ
、
ま
た
、
住
宅
火
災
の
早
期

発
見
の
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定

期
的
に
点
検
し
、
10
年
を
目
安
に
交
換
し
ま

し
ょ
う
。

●
住
宅
防
火 

い
の
ち
を
守
る 

10
の
ポ
イ
ン
ト

 

12
月
の
事
故
火
災【
町
内
】

◎
交
通
事
故　
　
　
　
　
11
件 （
101
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
9
件 （
76
件
）

◎
火
災　
　
　
　
　
　
　
0
件 （
7
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
2
件 （
12
件
）

　
　
　
　
（　
）内
は
1
月
か
ら
の
累
計

▼
４
つ
の
習
慣

　
①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
し
な
い
。

　
②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い
。

　
③
コ
ン
ロ
を
使
う
時
に
は
、
火
の
そ
ば
を
離

れ
な
い
。

　
④
電
気
コ
ン
セ
ン
ト
付
近
は
ほ
こ
り
を
清
掃

し
、
不
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

▼
６
つ
の
対
策

　
①
ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
等
は
、
安
全
装
置
の

付
い
た
機
器
を
使
用
す
る
。

　
②
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
、
定
期
的

に
点
検
を
行
う
。

　
③
家
庭
内
の
部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
お

よ
び
カ
ー
テ
ン
は
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

　
④
消
火
器
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確
認
し
て

お
く
。

　
⑤
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
避
難

経
路
と
方
法
を
確
保
し
、
備
え
て
お
く
。

　
⑥
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
な
ど
に
よ
り
、

地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を
行
う
。

問　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部  

予
防
課

　
☎
3
6
1-

1
6
1
7

◆
林
野
火
災
注
意
報
・

林
野
火
災
警
報
に
つ
い
て　

　
３
月
１
日
か
ら
運
用
開
始

●
冬
か
ら
春
に
か
け
て
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
が

強
く
な
る
な
ど
、
林
野
火
災
が
発
生
し
や
す
い

季
節
で
す
。
林
野
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

当
組
合
で
は【
林
野
火
災
注
意
報
】お
よ
び【
林

野
火
災
警
報
】の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

▼
林
野
火
災
注
意
報

　
林
野
火
災
の
予
防
上
注
意
を
要
す
る
気
象
状

況
に
な
っ
た
場
合
に【
林
野
火
災
注
意
報
】を

発
令
し
ま
す
。　

　
注
意
報
の
発
令
中
は
、
町
内
に
い
る
皆
さ
ま
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